
文化財展示室展示製作業務 仕様書

１ 適用

本業務の実施にあたっては、契約書、本仕様書、魚沼市委託契約条項によるも

のとする。

２ 業務名

文化財展示室展示製作業務

３ 業務の目的

本業務委託は、旧広神庁舎に整備される文化財展示室の整備（展示設計・

製作および設置）を行う。

４ 履行期限

令和７年２月２８日まで

５ 履行場所

新潟県魚沼市今泉１４８８番地１ 旧広神庁舎１階

６ 業務の管理

受注者は、本業務委託の全工程に係る業務計画書を作成し、発注者に提

出すること。

７ 現場責任者、技術管理者

受注者は、現場責任者および技術管理者、その他担当者の経歴書と作業分

担表を提出すること。

８ 図面等承認について

受注者は、監督員の指示に基づき、設計図書を作成し、監督員の検査を受

け、合格した設計図書に基づいて業務を実施しなければならない。

９ 業務の内容

（１） 展示設計業務

受注者は、監督員の指示に基づき、展示詳細設計を行う。なお、設計図

書等については発注者の監督員に提示し、承認を得ること。

（ 対象エリア）

• 展示室 ≒210 ㎡ １階

• 廊下 ≒6 3 ㎡ １階

• ラウンジ ≒5 5 ㎡ １階

（設計項目）

① 展示空間設計（ゾーニング）

② 展示ケース、サイン・グラフィック、映像等の詳細設計

③ 設計図書の作成

（２） 展示製作業務

（ア） 展示製作にあたっては、製作に先立って施工図を作成し、監督員の

承認を得ること。なお、別紙図面を参考とすること。

（対象エリア）

• 展示室 ≒210 ㎡ １階

• 廊下 ≒6 3 ㎡ １階

• ラウンジ ≒5 5 ㎡ １階

（製作項目）

① 展示詳細設計図に基づいた施工図の作成



② 展示製作

③ 施工および設置

※ グラフィックパネル等について、タイトルや主要な解説の翻訳は別途と

する。

※ 原稿および図版は支給とする。

（イ）映像機器

映像機器 一式

（ウ）その他

製作物および映像機器の全ての設置作業を行う。一次展示資料の設置

（列品）については、発注者（魚沼市学芸員）にて行い、当該業務受

注者は監督員および学芸員の指示に従い展示列品作業の補助を行う。

（３）納入物

現物の納品とともに、電子データも発注者が指定する形式にて外部記録

媒体に保存の上、納品すること。

① 設計図書 一式

② 取扱マニュアル 一式

10 参考資料

（１）図面

11 本業務によって作成される成果品の著作権の取扱い

成果品の著作権（ 著作権法第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む。）

は、発注者に無償で譲渡するものとする。

12 この特記仕様書に定めなき事項または、本業務の実施にあたり疑義が生じた場

合は、監督員と協議するものとする。


